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１ 策定の趣旨 

 本市では、スポーツを通じて「市民の活力」を増進し、「街のにぎわい」につなげることを

目標に、令和３年３月に第２期高槻市スポーツ推進計画を策定し、令和３年度から令和１２年

度におけるスポーツ振興施策の方向性を示しました。 

 この計画で示した基本方針に基づき、令和３年度から令和７年度までの期間で取り組む事業

を総合的・体系的に示した前期実施計画を策定し、進捗管理を行っているところですが、令和

７年度末で前期実施計画が終了するため、前期の取り組みや現在の情勢など踏まえて、後期実

施計画を策定するものです。 

 

２ 計画期間 

 令和８年度から令和１２年度までの５年間 

 なお、引き続き年度毎の各事業の進捗管理を行いながら、必要に応じて見直しを行います。 

 

３ 掲載内容 

取 組 

第２期計画に掲げる基本方針を実現するための３つの施策の展開（ライ

フステージや競技性に応じた環境づくり・多様な人々への機会の提供・

施設の有効活用やシステムづくり）に基づく具体的な取組を記載してい

ます。 

事業名称 取組に対する事業を挙げています。 

事業概要 具体的な事業内容を記載しています。 

取組内容 
それぞれの事業に対して、令和 12（2030）年度までの５年間でどのよう

に取り組んでいくのかを記載しています。 
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【参考】実現目標、基本方針、３つの施策の展開・具体的な取組 

 

実現目標 
スポーツを通じて『市民の活力』を増進し、 

『街のにぎわい』につなげる 

 

 

基本方針 

スポーツ参画人口の拡大 
スポーツを通じた 

健康の増進 

スポーツを通じた 

人・地域の 

つながりの強化 

 

 

施策の展開 取 組 

１ ライフステージや競技性に応じた 

環境づくり 

①子どものスポーツ活動の推進 

②成人のスポーツ活動の推進 

③高齢者のスポーツ活動の推進 

２ 多様な人々への機会の提供 

①スポーツ推進委員の活用 

②障がい者スポーツの推進 

③多様な交流の推進 

④総合型スポーツクラブの推進 

⑤大規模スポーツイベントの充実 

３ 施設の有効活用やシステムづくり 

①スポーツ環境の整備・充実 

②身近なスポーツ環境の活用 

③管理運営方法の見直し 

④学校開放事業の推進 

⑤安全・安心の確保 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3 

 

４ 前期実施計画の総括 

①スポーツ推進計画における目標値への進捗状況 

項目 
策定時数値 

令和 2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

前期 

目標値 

7 年度 

全体 

目標値 

12 年度 

成人の週 1 回以上

のスポーツ実施率 
44.2％ 52.0％ 52.7％ 48.1％ 46.3％ 55％ 65％ 

 「成人の週 1 回以上のスポーツ実施率」の進捗状況については、令和 3 年度・令和 4 年度に

上昇しましたが、令和 5 年度以降下降傾向にあります。 

 
②スポーツ推進計画における参考数値の推移 

項目 
策定時数値 

令和 2 年度 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

成人のスポーツ未実施率（1 年間

に一度もスポーツをしない人） 
33.0％ 24.9％ 22.7％ 25.3％ 30.1％ 

 

健康寿命 

 

男 81.2年 

女 85.1年 

(平成 30 年) 

男 82.0年 

女 86.1年 

(令和元年) 

男 82.2年 

女 86.0年 

(令和 2 年) 

男 81.3年 

女 85.8年 

(令和 3 年) 

男 80.8年 

女 85.2年 

(令和 4 年) 

 

子供の体力    〇小学 5 年生 

・運動能力  

（T 得点）   〇中学 2 年生 

男   女   

49.2  48.1 

男   女   

47.8 49.0 

(令和元年度) 

男   女   

49.5  48.1 

男   女   

46.7 46.6 

男   女   

48.2  47.1 

男   女   

48.3 47.4 

男   女   

48.1  47.4 

男   女   

48.3 47.5 

男   女   

48.9  47.6 

男   女   

48.4  46.9 

大規模スポーツイベント 

の参加者数 
－ － 約 2万人 約 2.8万人 約 2.7万人 

スポーツ施設の利用者数 約 114万人 約 118万人 約 152万人 約 161万人 約 161万人 

 参考数値の推移状況について、「成人のスポーツ未実施率（1 年間に一度もスポーツをしない人）」

は、令和 3 年度・令和 4 年度に下がりましたが、令和 5 年度以降上昇傾向にあります。 

 「健康寿命」「子供の体力・運動能力（T 得点）」については、横ばいで推移しております。 

 「大規模スポーツイベントの参加者数」「スポーツ施設の利用者数」については、令和 2 年

度、令和 3 年度はコロナウイルス感染症の影響により、施設の利用が制限されていたため比較

ができませんが、コロナ禍が終了してからは、順調に回復しています。 

 

③ 市民意識調査における高槻市の現状 

 令和６年度に実施した市民意識調査では、７０歳以上の週１回以上のスポーツ実施率は５９．

７％と前期目標の５５％を超えているのに対し、４０歳代以下については、３０％代前半となって

います。このことから、若年層のスポーツ実施率が低いことが、高槻市全体のスポーツ実施率が上

がらない要因と考えられます。（P11「（参考）参照」） 

 ７０歳代以上については５年連続、また６０歳代については、令和２年度・令和３年度・令
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和４年度に、前期目標値である５５％を超えており、６０歳代以上については、日常的なスポ

ーツがある程度定着しているものと考えられます。５０歳代については５年平均で４０％前半、

４０歳代および２０歳代以下については３０％後半、３０歳代にいたっては３０％前半となっ

ています。 

 また、令和６年度におけるスポーツをやらない理由について、最大の理由は「仕事や家事等

で時間がない」で、６０代以下はいずれも最も多く、特に３０・４０歳代は７０％以上を占め

ています。その他に、２０歳代以下・３０歳代は「一緒にする仲間がいない」「スポーツが嫌

い」等が上位を占めています。また、４０・５０歳代については、「費用がかかる」が上位と

なっています。 

 

④ まとめ 

６０歳代以上は一定の成果がある一方で、５０歳代以下については目標値を下回っており、

後期実施計画の取組を進めるにあたっては、年代ごとの特色（スポーツ実施率、スポーツをや

らない理由）を踏まえる必要があると考えられます。 

 ６０歳代以上へは、引き続き、スポーツ実施率の向上に向けて取組を進め、スポーツ実施率の更

なる向上を目指します。一方で、５０歳代以下へ向けては、時間がない中でのスポーツへの関わり

方の工夫や、仲間づくりの機会の提供、スポーツに親しみを持てるような啓発などを意識して、事

業を進めていく必要があります。 

  

５ 後期実施計画における取組 

① 後期実施計画策定にあたって 

後期実施計画の策定にあたっては、以下の考え方で行います。 

指標：成人の週１回以上のスポーツ実施率 ６５％（令和１２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業一覧 

後期実施計画として、次の一覧に掲げる「事業名称」「事業概要」「取組内容」に基づき、施策の

展開を行い、そのなかで毎年、進捗管理を行い、着実な推進を図っていきます。 

1 前期実施計画の進捗管理において、「継続」や「拡充」とした事業は、後期実施計画に引き

継ぎます。 

2 前期実施計画中に開始した事業及びこれから新たに開始する事業を後期実施計画に記載し

ます。 

3 実施計画に記載した取組に関連する事業計画や実績を進捗状況に反映し、柔軟に取り組め

るよう、事業名称・概要や取組内容を毎年見直します。 



1 子ども向け教室の推進

指定管理者と連携し、スポーツ施設において子ども向け

スポーツ教室を推進する。

指定管理者及びスポーツ協議会と連携し、子ども向けスポーツ教室

を実施するとともに、各種スポーツ団体が実施しているスポーツ教

室が円滑に実施できるよう一層の支援を行う。

文化スポーツ振興課

下水河川企画課

資源循環推進課

2
競技団体等による教室

や大会の支援

小中学校や各種スポーツ団体等に対し、各種大会や事業

等が、円滑に実施できるよう支援を行う。青少年にス

ポーツ活動の場を提供することにより、青少年の自主

的、組織的活動を促進する。

子どもたちが日常的にスポーツを継続できるよう小中学校やスポー

ツ協議会の実施する大会・教室等について支援を行う。また、ス

ポーツ活動を通じて、青少年の健全育成の推進を図るため、青少年

交流センター内体育施設の利用促進を行う。

文化スポーツ振興課

子ども青少年課

教育指導課

3
中学校の部活動の地域

展開

中学校の部活動について、順次、学校から地域クラブ活

動への展開を行い、中学生のスポーツ活動の受け皿を確

保する。

部活動の地域クラブ活動への地域展開に向けて、運営体制の整備、

指導者の確保などの課題について検討を進める。
教育政策課

文化スポーツ振興課

4
民間事業者を活用した

学校水泳授業

民間事業者等を活用し、市立小学校の水泳授業を実施す

る。

小学校の水泳授業を試行的に屋内の民間プール等で実施し、事業者

のインストラクターや監視員を配置することで、天候・気温に左右

されない授業を確保するとともに、専門的な指導による児童の泳

力・体力の更なる向上を図る。

教育総務課

5 大学との連携

大学と連携し、大学生とのスポーツ交流等を通じて、小

学生のスポーツ活動の推進を図る。

関西大学 たかつき アイスアリーナでの開放事業にて、アイスス

ケートを通じて小学生が大学生と交流することで、小学生のスポー

ツ活動の推進を図る。スポーツイベントにおいて、市内大学と連携

して事業に取り組み、子どものスポーツ推進を行う。

教育指導課

みらい創生室

文化スポーツ振興課

5

取　組
事業

No.
事業名称

①子どものス

ポーツ活動の推

進

１　ライフステージや競技性に応じた環境づくり

事業概要 取組内容 担当課



１　ライフステージや競技性に応じた環境づくり

6 成人向け教室の推進

指定管理者等と連携し、スポーツ施設において成人向け

スポーツ教室を推進する。

市民がスポーツに親しみ心身の健康の維持増進のためのきっかけ作

りとなるよう、市民ニーズを把握しながら年代や体力に応じた様々

な教室を推進する。

文化スポーツ振興課

下水河川企画課

資源循環推進課

7
競技団体による教室や

大会の支援

各種スポーツ団体等に対し、各種大会や事業等が、円滑

に実施できるよう支援を行う。

働く世代や子育て世代が気軽にスポーツを楽しめるようスポーツ協

議会の実施する市長杯大会・教室等について支援を行う。
文化スポーツ振興課

8
三島・府総合体育大会

への支援

府・三島地区体育連合等との連携を通じ、総合体育大会

へ参加する等、競技力の向上を支援する。

府・三島地区体育連合等と連携することで、府・三島地区の総合体

育大会が円滑に運営できるよう協力する。また、各種スポーツ団体

の競技力向上を図るため、これら大会への参加を支援する。

文化スポーツ振興課

9 健康行動の推進
高槻ますます元気体操を実施し、健康行動の定着化を積

極的に推進する。

高槻ますます元気体操等の実施拠点を市内全域に拡大していくほ

か、健康行動につながる啓発を行う。

長寿介護課

健康づくり推進課

10
公認スポーツ指導者講

習会の参加促進

（公財）日本体育協会等が公認するスポーツ指導者資格

に関する情報提供や講習会への参加の奨励を各スポーツ

団体に行う。

スポーツ協議会と連携し、加盟団体に対して公認スポーツ指導者資

格講習会への参加を奨励し、指導者の人材育成を図る。 文化スポーツ振興課

11
指導者向け講習会の実

施、指導者の活用

指定管理者やスポーツ協議会と連携し、スポーツの指

導・運営に携わる方を対象とした講習会を実施する。

指定管理者と連携し、スポーツ指導・運営に関する講習会を推進す

る。また、スポーツ協議会の事業として、各種スポーツ団体等の指

導者を対象とした講習会を実施する。

文化スポーツ振興課

12
本市ゆかりのトップア

スリートへの支援

本市ゆかりのトップアスリートに対して表敬訪問による

支援、協力を行う。

本市ゆかりのトップアスリートに対し、引き続き表敬訪問等から継

続的に支援、協力を行う。

文化スポーツ振興課

市長室

13 高齢者向け教室の推進
指定管理者と連携し、スポーツ施設において高齢者向け

スポーツ教室を推進する。

指定管理者と連携し、高齢者向けスポーツ教室を実施するととも

に、参加者数の増加を図る。
文化スポーツ振興課

14
プールの高齢者割引の

実施

高齢者の健康づくりを支援するため、市民プール、クリ

ンピア前島及び番田温水プールにて高齢者割引を実施す

る。

より多くの高齢者に利用いただけるよう市民プール、クリンピア前

島及び番田温水プールにて高齢者割引を実施し、高齢者の利用を促

進する。

文化スポーツ振興課

資源循環推進課

下水河川企画課

15 健康行動の推進
「高槻市ますます元気！健幸ポイント事業」を実施し、

健康行動の定着化を積極的に推進する。

高齢者が健康意識を高め、楽しく取り組み続けていけるような制度

設計を図る。
長寿介護課

16
競技団体による教室や

大会の支援

各種スポーツ団体等に対し、各種大会や事業等が、円滑

に実施できるよう支援を行う。

スポーツ協議会の実施する市長杯大会・教室等について支援を行

い、高齢者が生き生きと過ごしたり、無理なく参加できる軽度なス

ポーツへの参加機会を充実させる。

文化スポーツ振興課

6

事業

No.
事業名称 事業概要 取組内容

②成人のスポー

ツ活動の推進

③高齢者のス

ポーツ活動の推

進

取　組 担当課



２　多様な人々への機会の提供

17 地域事業の協力

スポーツ推進委員協議会と連携し、地域ニーズを把握し

て体力測定等、地域に密着した事業の充実を図る。

スポーツ推進委員と連携し、地域ニーズを把握し、さらに地域に密

着した事業の充実を図る。 文化スポーツ振興課

18 主催事業の充実
わくわく親子リズム等高槻市スポーツ推進委員協議会が

主催する事業の充実を図る。

市民ニーズを把握し、高槻市スポーツ推進委員協議会が主催する事

業を充実し、参加者の拡大を図る。
文化スポーツ振興課

19 資質の向上
高槻市スポーツ推進委員の指導力の向上のため、研修会

への参加を促進し、委員の資質向上を図る。

高槻市スポーツ推進委員の指導力の向上のため、様々な研修会への

参加の機会を充実する。
文化スポーツ振興課

20 認知度向上への支援

高槻市スポーツ推進委員の活動について、ホームページ

を通じた情報発信の強化など、認知度向上への支援を行

う。

これまで以上にホームページ等の媒体を通じ、高槻市スポーツ推進

委員協議会の活動報告や啓発活動を行うとともに地域行事へ積極的

に参加することでスポーツ推進委員の存在を広める取組を実施す

る。

文化スポーツ振興課

21
障がい者スポーツイベ

ントの実施

障がい者がスポーツに触れる機会をより一層持つことが

できるよう、障がい者団体と連携し、スポーツイベント

の開催を行う。

障がい者団体との連携を促進し、スポーツの場の提供と体力づく

り、仲間づくりの推進を図る。
文化スポーツ振興課

障がい福祉課

22
障がい者向け教室の推

進

指定管理者と連携し、障がい者スポーツ指導員の資格を

有する指導者を配置し、スポーツ施設での障がい者ス

ポーツ教室を実施する。

指定管理者と連携し、様々な障がい者向けスポーツ教室を実施する

とともに、参加者数の増加を図る。 文化スポーツ振興課

23
障がい者スポーツの啓

発

障がい者がスポーツに触れる機会をより一層持つことが

できるよう、障がい者団体と連携し、広報活動や情報提

供を行う。

障がい者スポーツ懇話会と連携し、障がい者スポーツの啓発やス

ポーツ情報等の提供により、障がい者がスポーツに参加しやすい環

境を整える。

文化スポーツ振興課

障がい福祉課

7

取　組
事業

No.
取組内容

①スポーツ推進

委員の活用

②障がい者ス

ポーツの推進

事業概要事業名称 担当課



２　多様な人々への機会の提供

24 地域の交流を推進
地区コミュニティを支援し、スポーツイベントを通じた

市民交流を推進する。

地区コミュニティ等による地域運動会の実施を支援することで、世

代や地域を超えた交流を目指す。
コミュニティ推進室

25 都市交流を推進

（公財）高槻市都市交流協会と連携し、都市交流の促進

を図る中で、姉妹都市や他市町村とのスポーツ交流を推

進する。

姉妹都市及び関係団体等と連携し、姉妹都市等への訪問及び姉妹都

市等からの来訪にあわせたスポーツ分野での交流機会の提供や交流

支援に努める。

マラソン等のスポーツイベントを通じて、地域を越えた参加者を募

集し、友好と親善を深めるよう市民交流の強化に努める。

市長室

文化スポーツ振興課

26 大学との交流を推進
関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放事業や部活動

への派遣等を通じて、大学との交流を推進する。

関西大学 たかつき アイスアリーナでの市民開放事業など、様々な

世代を対象とした交流の機会提供を目指す。
みらい創生室

27
トップアスリートとの

交流を推進

オープンたかつきやプロ野球公式戦の開催等を通じて、

市民がトップアスリートと触れ合う機会を提供する。

様々なトップアスリート及びトップチームとの交流を推進し、市民

がトップアスリートと触れ合う機会を創出する。
文化スポーツ振興課

観光シティセールス課

④総合型スポー

ツクラブの推進
28

総合型スポーツクラブ

への支援

現在市内にあるＮＰＯ法人さくらスポーツクラブとＮＰ

Ｏ法人高槻北グリーンクラブに対して支援を行うととも

に新規設立の相談支援を行う。

総合型スポーツクラブ設立にかかる相談等を行うとともに、業務内

容に関する情報発信の強化を図るなど市内で活動する総合型スポー

ツクラブの自立化に向けた支援を継続する。

文化スポーツ振興課

29
大規模スポーツイベン

トの推進

各実行委員会との協働により、幅広い世代がスポーツに

親しめるよう、高槻市民スポーツ祭等の大規模スポーツ

イベントを推進する。

各実行委員会との協働により、幅広い世代がスポーツに親しめるよ

うな事業展開を図り、事業参加者数の増加を図る。 文化スポーツ振興課

30 主催団体への支援

高槻市民スポーツ祭実行委員会等の主催団体に対して、

事業を円滑に実施できるよう支援を行う。

高槻市民スポーツ祭実行委員会等が実施する大規模スポーツイベン

トが継続的かつ円滑に実施できるよう支援を行う。 文化スポーツ振興課

31
ボランティアの場の提

供を推進

大規模スポーツイベントにおいて、ボランティアが活動

できる場や情報の提供を推進する。

大規模スポーツイベント等において、ボランティアを確保するだけ

ではなく、ボランティアが活躍できる場を提供することで育成を図

る。

また、広報誌及びホームページの媒体を通じ、大規模イベント等に

かかるボランティア情報の提供に努める。

文化スポーツ振興課

8

事業名称
事業

No.

③多様な交流の

推進

⑤大規模スポー

ツイベントの充

実

取　組 事業概要 取組内容 担当課



３　施設の有効活用やシステムづくり

32
スポーツ施設の計画的

な維持管理

既存スポーツ施設の計画的な修繕及び改修を行うこと

で、市民が安全に利用できる環境を整える。

適切な施設の維持管理を行うほか、経年劣化している施設・設備に

ついて、計画的な修繕及び改修を行う。
文化スポーツ振興課

公園課

33 ウォーキング道の整備

ハイキングコースやウォーキングコース等を整備し気軽

にスポーツに親しめる環境を整える。

ハイキング協議会と連携し、市民が安心してハイキングができるよ

うコースの整備を行うとともに、市民が気軽にウォーキング等に親

しめる環境を整備する。

文化スポーツ振興課

健康づくり推進課

34
公園への健康遊具の設

置

身近な公園に健康遊具を設置し、気軽に身体を動かすこ

とができる環境を作る。

健康遊具の新たな設置や既存遊具の維持管理を行い、気軽に身体を

動かすことができる環境を整える。

文化スポーツ振興課

公園課

35 ウォーキング道の活用

ウォーキング道の紹介を行うほか、各種団体と連携して

ウォーキングイベントを開催する。

市内の様々な場所でハイキングやウォーキングを実施できるよう

に、イベント各種団体と連携しイベントを開催するとともに、既存

のルートについて情報の整理及び紹介方法を検討し、わかりやすい

情報発信を目指す。

文化スポーツ振興課

観光シティセールス課

下水河川企画課

36
総合公園等でのスポー

ツイベントの実施

総合公園等で軽易な運動ができるスポーツイベントを実

施し、市民のスポーツへの参加を促す。

スポーツ推進委員等を活用し、公園にて軽易な運動を行うチャレン

ジ・ザ・ウォークなどを実施することで、身近な活動場所の拡大を

図る。

文化スポーツ振興課

③管理運営方法

の見直し
37

管理施設の利用形態、

利用料金、利用時間等

の検討

スポーツ施設における利用形態、利用時間、利用料金等

を検討し、必要に応じて調整を行う。

効果的・効率的な運営の観点から、国や他市、その他のスポーツ施

設の状況等を調査研究し、必要に応じて指定管理者等とともにス

ポーツ施設における利用形態、利用時間、利用料金等を調整する。
文化スポーツ振興課

38 学校体育施設の利活用

学校開放運営委員会や大阪府と連携し、各小中学校や府

立高校の学校体育施設を開放して利用の促進を図る。

市立小・中学校及び市内府立高校体育施設を学校教育に支障のない

範囲で開放し、青少年の健全育成や生涯スポーツの推進を図る。 文化スポーツ振興課

39
学校開放運営委員会の

自立化支援

各小中学校の学校開放運営委員会の自立化を支援し、学

校開放事業のあり方を検討する。

他市事例等を調査研究し、利用形態等についての検討を行う。ま

た、自立化支援の一環として、開放運営委員会ＨＰを通じて事業等

の情報提供を行う。

文化スポーツ振興課

9

①スポーツ環境

の整備・充実

取　組
事業

No.
事業名称 事業概要 取組内容

②身近な

スポーツ

環境の活用

④学校開放事業

の推進

担当課



３　施設の有効活用やシステムづくり

40 AEDの管理

利用者が施設を安全・安心に利用できるよう全てのス

ポーツ施設にＡＥＤを設置し、適切に管理を行う。

利用者の安全性の確保のため、全てのスポーツ施設に設置している

AED機器がいつでも使用できるよう、適切に部品の交換等の管理を

行う。

文化スポーツ振興課

41
救命・安全講習会の実

施

応急手当や傷害予防の普及啓発のため、救命講習会や安

全講習会を実施する。

心肺機能停止傷病者に対するバイスタンダーによる心肺蘇生法（Ｃ

ＰＲ）の実施率５０％を目標として応急手当普及啓発活動を実施し

ていく。スポーツ協議会と連携し、救命講習や体罰問題の研修会な

どの安全講習会を実施する。

消防本部救急課

文化スポーツ振興課

42
スポーツ安全保険への

加入奨励

スポーツ大会の主催者に安全・安心に事業実施ができる

ようスポーツ安全保険への加入奨励を行う。

スポーツをする全ての人が安全・安心にスポーツ活動ができるよ

う、スポーツ安全保険への加入促進を行う。 文化スポーツ振興課

43 熱中症対策の実施

熱中症予防の啓発やスポーツ施設の改修、運用の見直し

を行い、安全にスポーツができる環境を整える。

ポスターの設置やチラシの配架を行うとともに、計画的に体育館へ

冷房設置していくほか、屋外の熱中症対策も検討する。 文化スポーツ振興課

44 緊急時の対応の検討

大規模災害や感染症流行時にも円滑に施設を運用できる

よう、緊急時の対応を検討する。

様々な大規模災害や感染症流行時にも円滑に施設を運用できるよ

う、緊急時の対応を日常から検討するとともに、緊急対応後には対

応内容を定期的に見直し、改善を図る。

文化スポーツ振興課

10

⑤安全・安心の

確保

取　組
事業

No.
事業名称 事業概要 取組内容 担当課



（参考）

●年代別　スポーツを行う頻度　推移　※市民意識調査

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均

20歳代以下 37.5 32.8 36.1 42.5 31.8 36.1

30歳代 20.9 33.0 38.9 36.3 33.3 32.5

40歳代 31.6 43.0 41.4 38.7 33.5 37.6

50歳代 34.1 44.9 45.7 44.4 45.5 42.9

60歳代 55.3 66.2 63.0 52.1 49.0 57.1

70歳以上 62.0 62.8 64.6 59.4 59.7 61.7

＜令和２年度＞

　 ■男女別　年代別　スポーツを行う頻度
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＜令和３年度＞

＜令和４年度＞

　 ■男女別　年代別　スポーツを行う頻度
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＜令和５年度＞

＜令和６年度＞
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